
（税込・事前納入）

東金商工会館 ４階 中ホール東金商工会館 ４階 中ホール

全7回コースで5,500円全7回コースで5,500円

東金市東岩崎1-5東金市東岩崎1-5

【土日祝を除く　8：30～１７:００］【土日祝を除く　8：30～１７:００］

東金市内で創業予定の方・市内で創業後間もない方
市内事業所の後継者
東金市内で創業予定の方・市内で創業後間もない方
市内事業所の後継者

６回以上出席していただいた場合のメリット

①融資の際に様々な特例があります。

②創業前の方が会社を設立する際の登録免許税

　が半額になります。

③国・県の補助金の申請ができる場合があります。

④全講義の6回以上出席した方には東金市より

　証明書を発行します。
※①～③は対象により異なりますのでお問い合わせください。

※④対象は５年以内の創業者

創業前に資金繰り・雇用・帳簿・税金・販路開拓など経営者としてやることを
事前に準備することで、開業後は商売に集中でき、売上を増加させることができます。
飛躍するための準備として短期集中講座にご参加ください。

全7回の集中講座
18：00～21：00
全7回の集中講座
18：00～21：00

１/1８１/1８
木木

１/25１/25 ２/１２/１ ２/８２/８ ２/22２/22 ２/29２/29
木木 木木 木木 木木 木木

第7回第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

※経営コンサルタントや当商工会議所が経営上の専門家と認める方の受講をお断りします。※経営コンサルタントや当商工会議所が経営上の専門家と認める方の受講をお断りします。
（概ね3年以内）

＜お支払い方法＞　①商工会議所の窓口にて支払い（現金のみ）
　　　　　　　　　②銀行振込（手数料は振込人様のご負担になります）　　

　　　　  ※令和 6年 1月 11 日 ( 木 ) までにお支払いください。受講料の入金を確認してから正式なお申込み受付となります。
　　　　　 ※令和 6年 1月 12 日 ( 金 ) 以降のキャンセルにおいては返金できませんのでご注意ください。

２/１５２/１５
木木

振込先
千葉銀行 東金支店 普通 1077227
東金商工会議所 東金中小企業相談所 

〒283-0068　千葉県東金市東岩崎 1－5

　20 年以上会社員として勤め、子どもができて将来
のことを考えたとき、自分の育った街で頑張ってい
る姿を子ども達に見せたいという思いが強くなりま
した。家族で東金に引っ越し、やりたかったクレー

プのキッチンカーの開業に向けて準備していたところ創業塾に出会いました。
　自分では知り得なかった知識や心得を教えていただき、受講 4ヶ月後に無
事オープンすることができました。
　商工会議所の方がとても親切で、同じ創業を志す仲間とも出会え、その方々
とは今でも繋がっています。
　住むなら東金！創業するなら東金！創業を考えている方は絶対に受講をお勧
めします。

講義詳細は
裏面へ!!


